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○つがる市後期高齢者医療脳ドック検査費助成事業実施要綱 

令和元年６月12日告示第22号 

改正 

令和２年３月24日告示第35号 

令和３年４月１日告示第34号 

令和４年４月22日告示第63号 

令和５年３月17日告示第21号 

令和６年３月31日告示第44号 

つがる市後期高齢者医療脳ドック検査費助成事業実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この告示は、つがる市内に住所を有する青森県後期高齢者医療広域連合が行う後

期高齢者医療の被保険者（以下「被保険者」という。）の疾病の予防及び健康の保持増

進を図ることを目的として、脳梗塞等の脳血管疾患の早期発見のため磁気共鳴画像検査

等（以下「脳ドック」という。）を受診する費用の一部を助成するつがる市後期高齢者

医療脳ドック検査費助成事業（以下「助成事業」という。）について、必要な事項を定

めるものとする。 

（事業の実施） 

第２条 助成事業の実施主体はつがる市（以下「市」という。）とし、脳ドックの検査業

務は、市と業務委託契約を締結した医療機関（以下「受託医療機関」という。）が実施

するものとする。 

２ 助成事業は、この告示の定めるところにより助成の決定を受けて脳ドックを受診した

者に対する助成金に相当する額を委託料として受託医療機関に支払うことにより行う。 

（助成対象者） 

第３条 助成事業の対象者は、申請（第５条第１項の規定による申請をいう。以下同じ。）

の日において、住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）の規定による市の住民基本台帳

に記載されている青森県後期高齢者医療広域連合の被保険者であって、納期の到来した

後期高齢者医療保険料に滞納がないものとする。 

（助成の金額及び定員） 

第４条 １人当たりの助成の金額は、脳ドックに要した費用のうち15,000円を超えない額

とする。 
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２ 市長は、当該年度の助成事業に係る委託料の予算額及び近隣の医療機関における脳ド

ックに要する費用の額を考慮して、助成する者の数の上限（以下「定員」という。）を

定めるものとする。 

（助成の申請） 

第５条 助成を受けようとする者は、後期高齢者医療脳ドック検査費助成申請書（様式第

１号。以下「申請書」という。）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請は、当該年度において市長が別に定める期間に、１人につき１回まで行う

ことができる。ただし、市長は、申請の件数が定員に満たない場合又は特に必要と認め

た場合は、別に申請の期間を定めることができる。 

３ 当該年度において、つがる市国民健康保険脳ドック検査費助成事業実施要綱（平成31

年つがる市告示第25号）第５条の規定による申請をし、かつ、受診日において満年齢75

歳以上に達している者に係る申請については、第１項の規定にかかわらず、同項の申請

書の提出があったものとみなす。 

（交付決定等） 

第６条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、これを適当と認める

ときは、助成金額を決定し、後期高齢者医療脳ドック検査費助成決定通知書（様式第２

号）に後期高齢者医療脳ドック検査費助成券（様式第３号。以下「助成券」という。）

を添えて当該助成を決定した者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の審査により申請の内容が不適当と認めるとき又は申請の日において申

請の件数が定員に達していたときは、当該申請を不承認とし、その旨を後期高齢者医療

脳ドック検査費助成不承認通知書（様式第４号）により申請した者に通知するものとす

る。 

３ 第１項の助成券の有効期間は、当該年度において市長が別に定める。 

（受診の方法） 

第７条 前条第１項の規定により助成の決定を受けた者が助成事業により脳ドックを受診

しようとするときは、受託医療機関のいずれかにおいて、市長が指定する期日までに脳

ドックの受診の申込みを行うものとする。 

２ 前項の申込みを行った者は、脳ドックの受診に際し、受託医療機関に助成券を提出す

るものとする。 

３ 助成券を利用して脳ドックを受診した者（以下「受診者」という。）から受託医療機
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関が徴収する自己負担額は、当該脳ドック検査費用の額から助成券に記載された助成額

を控除した額（１円以上の場合に限る。）とする。 

（検査結果の通知） 

第８条 受託医療機関は、受診者の脳ドック検査の結果を総合的に判断し、速やかに受診

者に検査結果を通知するものとする。 

２ 受託医療機関は、要治療相当と判定した者に対しては必要な処置を行い、要精密検査

相当と判定した者に対しては精密検査を受診するよう指導するものとする。 

３ 受託医療機関は、助成事業による脳ドックを実施したときは、月ごとにその結果を助

成券（ただし市長が認める事項が記載されている場合に限り、受託医療機関が作成する

任意の書類によることができる。以下この告示において同じ。）に記録し、実施月の翌

月10日（ただし、３月実施分については３月末日）までに提出するものとする。 

（委託料の請求） 

第９条 受託医療機関は、前条第３項に規定する助成券の提出後10日以内に、委託料に係

る請求書を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により提出が遅

れることを市長が認めた場合は、この限りではない。 

２ 市長は、前項の規定による請求があったときは、助成券及び請求書の内容を審査し、

これを適当と認めたときは、当該受託医療機関に委託料を支払うものとする。 

（助成券の返還） 

第10条 助成券の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに助成

券を市長に返還しなければならない。 

(１) 助成の申請の日から脳ドック受診日までの間に被保険者資格を喪失したとき。 

(２) 第６条第３項に規定する助成券の有効期間内に脳ドックを受診しないとき。 

(３) 助成券に記載された医療機関と異なる受託医療機関で脳ドックを受診しようとす

るとき。 

(４) その他市長が必要と認めるとき。 

２ 前項第３号の規定により助成券を返還した者が、当該異なる受託医療機関で脳ドック

を受けようとするときは、第５条第２項の規定にかかわらず、再度の申請を行うことが

できるものとする。 

（不当利得の返還） 

第11条 市長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があると認めるときは、そ
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の者に対して助成した額の全部又は一部を返還させることができる。 

（その他） 

第12条 この告示に定めるもののほか助成事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公表の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 令和元年度の申請については、第５条第２項中「４月15日から６月20日まで」とある

のは、「令和元年７月20日から令和元年８月31日まで」と、第６条第３項中「７月１日」

とあるのは「９月１日」と読み替えるものとする。 

附 則（令和２年３月24日告示第35号） 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年４月１日告示第34号） 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年４月22日告示第63号） 

この告示は、令和４年４月22日から施行する。 

附 則（令和５年３月17日告示第21号） 

この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月31日告示第44号） 

この告示は、公表の日から施行する。 


